
感動価値創造

　昨年から基金の見直し等で暗礁に乗り上げていた事業再構
築補助金ですが、総点検・見直しを経て漸く再開することにな
りました。締切期日は２０１４年７月２６日とのことです。再開まで
にかなりの時間を要したことから推察されるように制度自体を
見る目は非常に厳しくなっており、その点を反映して第１１回ま
でとは異なる要件が加わるなど留意が必要です。そこで今回
は、再開された事業再構築補助金第１２回の内容について留意
点も含めて確認してゆきたいと思います。

  ●事業再構築補助金第 12回の概要

　第１２回以降においては、これまで多く設けられていた申請枠
を簡素化し、大きく2 つの申請枠にまとめています。ここでは印
刷会社での申請が予想される申請枠に絞って紹介しておきます。
①成長分野進出枠（通常類型）
この申請枠は第 11回まで実施されていた「成長枠」「産業構造
転換枠」を合体させたような感じです。主旨としては『成長分野
への進出または縮小業種からの転換』といった内容となります。

主な補助対象要件は下記の通りです。
【成長分野進出枠（通常類型）】の主な補助対象要件
１. 認定支援機関の確認・資金調達先金融機関の確認を受ける事
2. 補助事業終了後 3～ 5 年で付加価値額の年平均成長率
4.0％以上増加

3. 以下のいずれかを満たすこと
■事業終了後 3～ 5 年で給与支給総額を年平均成長率 2％以
上増加 + 取り組む事業が 10 年間で市場規模が 10％以上
拡大する業種に属している事（旧成長枠）
■現在の主たる事業が 10 年間で市場規模が 10％以上縮小す
る事業に属しており ( 印刷業含む )、別の業種・業態の新規
事業を実施すること（旧産業構造転換枠）
　
②コロナ回復加速化枠（通常類型）
　次に新たに設定されたコロナ回復加速化枠ですが、これは主
旨として『コロナで抱えた債務の借り換えを行った事業者への
支援』になります。

　共創ネットワーク通信は、組合各社のユニークな技術・商材・サービスを全国の組合員に伝えるために、全印工連によって
運営されています。また、この情報をメールマガジンで発信することで全国の組合員をつなぎ、各社が持つ強みを分かち
合います。情報を提供する会社も受け取る会社も、大いにご活用いただきWIN－WIN関係を創り上げて下さい。
　また、今期は印刷関連団体との価値協創を意識しながら、メーカー各社とタイアップしたソリューション情報発信や各社
のオペレーター向けのセミナー、助成金情報の案内などの発信を検討しております。

主な補助対象要件は下記の通りです。
【コロナ回復加速化枠（通常類型）】の主な補助対象要件
1. 認定支援機関の確認・資金調達先金融機関の確認を受ける事
2. 補助事業終了後 3～ 5 年で付加価値額の年平均成長率
3.0％以上増加

3. コロナ借換保証（下記）で既往債務を借り換えている事（確
認書入手）

　なお、当該枠への申請にあたっては応募申請時に借換をして
いる必要があります。過去に制度利用していても完済している
場合は対象外となりますので注意が必要です。

◎主な注意事項
　要件の変更も含めて申請時に注意をすべき点について下記
にまとめておきます。

助成金
事業再構築補助金第 　  回について12

　今回は再開された第１２回の事業再構築補助金
について内容を確認しました。これまでとは異なる
要件もありますが、再構築を進める事業者は是非
ご活用いただければと考えております。

従業員規模 補助上限額 補助率

20 人以下

21～ 50 人

51～ 100 人

101 人以上

1,500 万円

3,000 万円

4,000 万円

6,000 万円

中小企業　1/2

従業員規模 補助上限額 補助率

5人以下

6～ 20人

21～ 50人

51人以上

1,000 万円

1,500 万円

2,000 万円

3,000 万円

中小企業　2/3
※従業員５人以下の場合４００
万円、従業員６～２０人の場
合６００万円、従業員２１～５０
人の場合８００万円、従業員
５１人以上の場合１,２００万円
までは３/４

制度名 実施主体

伴走支援型特別保証（コロナ借換保証）

コロナ経営改善サポート保証

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナ対策資本性劣後ローン

新型コロナ関連　マル経融資

沖縄雇用・経営基盤強化資金　

信用保証協会

信用保証協会

日本政策公庫

日本政策公庫

商工会・商工会議所

沖縄振興開発金融公庫

■金融機関から資金調達をする場合は「金融機関確認書」の
提出が必要。タイミングに注意。

■1,000 万円をこえる設備・建物は申請した補助率以上の
付保割合を満たす保険への加入が必要

■事前着手制度は廃止。ただし第 10回・第 11回で回復再
生応援枠不採択だった事業者は対象

■一定の審査条件を満たした事業者の中から必要に応じて
Zoomによる口頭審査を実施

■類似テーマ・設備等が集中した場合は別途審査・減点→
同じ設備で同じテーマにならないよう注意が必要

■固定資産台帳の提出が加わった→既存事業で使用してい
る設備の置き換えをチェックされる

■新規事業分野の審査が厳しくなっている→成長見込み・
参入可能性・差別化・優位性を示す必要あり

株式会社GIMS　中小企業診断士 寶積 昌彦
https://gims-consulting.com/houzumi@gims.co.jp

　　　　　自社のサービスを全国にPR

　自社の技術や商品サービスをもっと仲間へ、仲間の知恵や力によってワンストップサービスのさらなる拡大へ。
ソリューションプロバイダーへと新たな未来への一歩を進んで行きましょう。

　　　　　Facebookページも用意しています

　「印刷・加工等に関して、対応できる会社を探したい」、「資材・機材・その他について、相談できる会社を探したい」
などのビジネス情報から、「メールマガジンとして発行までしなくても、組合員に知ってもらいたい」情報まで、お気軽に書き
込んでいただき、情報交換・ビジネスの場としてご活用ください。

※注意事項
上記 Facebookの閲覧のためには、Facebook のアカウントが必要となります。
「全印工連・共創ソリューション」を利用するためには、Facebook アカウントの他にメンバー登録が必要です。
webmaster@aj-pia.or.jp に「会社名、氏名、アカウント名をメールしてお申し込みください。

https://kyousou-network.net/download
共創ネットワーク通信のメールマガジン配信

https://www.facebook.com/groups/2997047187272487/
Facebook 全印工連・共創ソリューション

共創ネットワーク通信
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